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兵庫県北播磨県民局
加東土木事務所

平成２４年１０月２６日

資料5

加古川中流圏域河川整備計画

加西ブロック 第四回懇話会

河川の整備と実施に関する事項
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河川整備計画の構成

第１章 河川整備計画の目標に関する事項

第１節 流域及び河川の概要

第２節 河川整備の現状と課題

第３節 河川整備計画の目標

第４節 洪水による災害発生の防止又は軽減に関する目標

第５節 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に

関する目標

第６節 河川環境の整備と保全に関する目標

第２章 河川の整備と実施に関する事項

第１節 河川工事の目的、種類及び施工の場所並びに当該

河川工事の施工により設置される河川管理施設の

機能の概要

第２節 河道の維持の目的、種類及び施工の場所

第３節 河川整備を総合的に行うために必要な事項

（前回説明）

現状把握現状把握

計 画計 画

（今回説明）
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第２章 河川の整備と実施に
関する事項

＜第１節 河川工事の目的、種類
及び施工の場所並びに当該河川
工事の施工により設置される河
川管理施設の機能の概要＞
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第１節
河川工事の目的、種類及び施工の場所並びに当該河川工事の施工により設
置される河川管理施設の機能の概要

１．整備区間

・「原則として下流から上流に向かって順次整備する」を基本として、以下
のフローに従い整備区間を選定

現況で目標流量が
概ね流下可能か

①現行計画での位置付け(全体計画書、社会
基盤整備プログラム等への位置付け)

②本川改修事業や周辺整備事業等の他事業
と一体的な整備

③背後地の資産の集積状況(市街地の有無)
④投資可能額

整備区間の選定

整備区間対象外

Yes

NO

一次評価

二次評価

整備区間の選定フロー

総合的に判断
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第１節
河川工事の目的、種類及び施工の場所並びに当該河川工事の施工により設
置される河川管理施設の機能の概要

１．整備区間

整備区間

1

2

3

4

5

6

7 8-(1)

8-(2)

8-(3)

9

10

11

12

13

14

15
激特認可区間

整備区間

流域界

国土交通省管理区間

凡例

三木
ﾌﾞﾛｯｸ

加西
ﾌﾞﾛｯｸ

小野・加東
ﾌﾞﾛｯｸ

西脇・多可
ﾌﾞﾛｯｸ

ブロック名 NO. 河川名 区間

西脇・多可 1 加古川 中郷橋下流～篠山川合流点

2 美嚢川 城山橋～志染川合流点

3 志染川 幸座橋下流約200m～箕谷川合流点

4 淡河川 万代橋～尼谷川合流点付近

加西 5 千歳川 西上野橋上流約220m～法定河川上流端

6 前谷川 加古川合流点～藪下川合流点

7 万勝寺川 大島川合流点～かりかわ橋

国土交通省管理区間上流端～大畑川合流点

臨幸橋～鴨川合流点

神山川合流点～月江川合流点

9 大谷川 第６橋梁～法定河川上流端

10 三草川 水路橋付近～中国自動車道

11 油谷川 加古川合流点～JR橋梁

12 野間川 みぎわ橋～山口井堰

13 杉原川 加古川合流点～熊野部井堰

14 思出川 杉原川合流点～井堰(1.96km)

15 奥荒田川 北安橋～乳母川橋

西脇・多可

8 東条川

三木

小野・加東
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第１節
河川工事の目的、種類及び施工の場所並びに当該河川工事の施工により設
置される河川管理施設の機能の概要

１．整備区間

整備区間（加西ブロック）

整備区間

流域界

国土交通省管理区間

凡例

5

加西
ﾌﾞﾛｯｸ

NO. 河川名 区間

5 千歳川 西上野橋上流約220m～法定河川上流端
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第１節
河川工事の目的、種類及び施工の場所並びに当該河川工事の施工により設
置される河川管理施設の機能の概要

１．整備区間
(5)千歳川(西上野橋上流約220m～法定河川上流端)

計画的に整備を進める区間

計画的に整備を進める区間



計画的に整備を進め

る区間
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第１節
河川工事の目的、種類及び施工の場所並びに当該河川工事の施工により設
置される河川管理施設の機能の概要

１．整備区間
(5)千歳川(西上野橋上流約220m～法定河川上流端)

計画的に整備を進める区間

整備計画目標流量配分（千歳川）

32 31 25 14下里川

中
国
自
動
車
道

単位 ： m3/s

西
上
野
橋

西上野橋上流約220ｍ～法定河川上流端
L=2.2km

三
木
宍
粟
線
ボ

ッ
ク
ス

計画的に整備を進める区間

無
名
橋

無
名
橋



H.W.L.

計画的に整備を進め

る区間
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第１節
河川工事の目的、種類及び施工の場所並びに当該河川工事の施工により設
置される河川管理施設の機能の概要

１．整備区間
(5)千歳川(西上野橋上流約220m～法定河川上流端)

・河床掘削

・護岸整備

・横断工作物改築

(橋梁、堰)

2.2西上野橋上流約220m

～法定河川上流端

千歳川

主な整備内容延長

(km)

施工場所河川名

計画的に整備を進める区間

施工場所と主な整備内容

千歳川整備横断イメージ

横断形状は、現地精査などにより必要に
応じて変更する場合がある。

1

1

縦横縮尺比

※橋梁及び井堰等の横断工作物の改築にあたっては、関係者と
協議・連携の上、必要に応じ改修する。

河床掘削

護岸整備



10

第１節
河川工事の目的、種類及び施工の場所並びに当該河川工事の施工により設
置される河川管理施設の機能の概要

１．整備区間

整備区間（西脇・多可ブロック）

激特認可区間

整備区間

流域界

国土交通省管理区間

凡例

NO. 河川名 区間

1 加古川 中郷橋下流～篠山川合流点

12 野間川 みぎわ橋～山口井堰

13 杉原川 加古川合流点～熊野部井堰

14 思出川 杉原川合流点～井堰(1.96km)

15 奥荒田川 北安橋～乳母川橋

1

12

13

14
15

西脇・多可
ﾌﾞﾛｯｸ
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第１節
河川工事の目的、種類及び施工の場所並びに当該河川工事の施工により設
置される河川管理施設の機能の概要

１．整備区間

整備区間（三木ブロック）

整備区間

流域界

国土交通省管理区間

凡例

NO. 河川名 区間

2 美嚢川 城山橋～志染川合流点

3 志染川 幸座橋下流約200m～箕谷川合流点

4 淡河川 万代橋～尼谷川合流点付近

2

3

4

三木
ﾌﾞﾛｯｸ
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第１節
河川工事の目的、種類及び施工の場所並びに当該河川工事の施工により設
置される河川管理施設の機能の概要

１．整備区間

整備区間（小野・加東ブロック）

激特認可区間

整備区間

流域界

国土交通省管理区間

凡例

6

7

8-(1)

8-(2)

8-(3)

9

10

11

小野・加東
ﾌﾞﾛｯｸNO. 河川名 区間

6 前谷川 加古川合流点～藪下川合流点

7 万勝寺川 大島川合流点～かりかわ橋

国土交通省管理区間上流端～大畑川合流点

臨幸橋～鴨川合流点

神山川合流点～月江川合流点

9 大谷川 第６橋梁～法定河川上流端

10 三草川 水路橋付近～中国自動車道

11 油谷川 加古川合流点～JR橋梁

8 東条川
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第１節
河川工事の目的、種類及び施工の場所並びに当該河川工事の施工により設
置される河川管理施設の機能の概要

2．河川環境の整備と保全

◇現在、加古川水系全域にわたり実施している「ひょうごの川・自然
環境調査」や、継続的な各種モニタリングを行い、加古川中流圏域
における河川環境の現状の把握、変化の要因分析を実施

◇これに基づき、加古川中流圏域における生態系の特性について知識
を深め、新しい知見を踏まえながら、整備内容を見直しつつ以下の
ような対策を実施

【河川環境の整備と保全に関する実施事項】

（１）河川環境に配慮した河道改修

（２）河川における連続性の確保

（３）人と自然との触れ合いの場の創出
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第１節
河川工事の目的、種類及び施工の場所並びに当該河川工事の施工により設
置される河川管理施設の機能の概要

◇河道改修の実施にあたっては、できるかぎり現況河道の河床形状
を重視するとともに、水域と水際部を極力保全

◇低水路を掘削せざるを得ない場合においても河床の平滑化は行わ
ず、瀬や淵の形成を促すよう配慮

◇高水敷の掘削や樹木の伐採に際しては、治水上支障の無い範囲で、
動植物の生息・生育環境に配慮

2．河川環境の整備と保全
(1)河川環境に配慮した河道改修

河道改修後のイメージ

HWL

現在の河川形状

水際部の保全河床の平滑化は行わない

H.W.L.
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第１節
河川工事の目的、種類及び施工の場所並びに当該河川工事の施工により設
置される河川管理施設の機能の概要

◇河川横断構造物による分断を軽減し、生育分布の拡大および連続性
を回復するため、これまでに、加古川本川の津万井堰を始め、万願
寺川の井堰などに魚道を設置

◇今後、連続性の確保が必要な河川横断構造物について、取水井堰の
改築及び魚道の整備を計画

2．河川環境の整備と保全
(2)河川における連続性の確保

魚道の整備状況
万願寺川（加西ブロック）

六ヶ井堰改築後イメージ
東条川（小野・加東ブロック）
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第１節
河川工事の目的、種類及び施工の場所並びに当該河川工事の施工により設
置される河川管理施設の機能の概要

◇関係機関・地域住民・学識経験者などの連携のもと、川で安全か
つ、安心して遊び、川を知り、川で学ぶことのできる河川整備を
順次推進

◇今後、加古川中流圏域の河川環境を守り、育てていくため、普段
から容易に川と接することができ、沿川の地域のつながりがもて
るように、関係機関、関係団体と協働し、河川環境保全への意識
向上を推進

2．河川環境の整備と保全
(3)人と自然との触れ合いの場の創出

自然体験学習の例
山田川（小野・加東ブロック）

親水型の護岸整備の例
東条川（小野・加東ブロック）
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第２章 河川の整備と実施に
関する事項

＜第２節 河川の維持の目的、種
類及び施工の場所＞
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第２節 河川の維持の目的、種類及び施工の場所

◇加古川本川等には、良好な自然景観や多種・多様な動植物が生育・
生息する豊かな自然環境が存在

◇加えて、地域住民をはじめ近郊地域の多くの人々に親しまれている
とともに、良好な水質が保持されており、治水・利水・環境の各面
で重要な位置付け

◇河川の維持管理に際しては、平成22年2月に策定した兵庫県河川維

持管理計画に基づいて実施

◇また、優れた河川景観や自然環境に配慮して、治水・利水・環境の
視点から調和がとれ、機能を十分に発揮できるよう維持管理を実施
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第２節 河川の維持の目的、種類及び施工の場所

１．河道の維持
◇河道内において、土砂、流木、樹木等によって川の流れが阻害されて

いないか平素から留意

◇地域住民からの情報提供や巡視によって、治水上問題があると判断し
た場合には、堆積土砂撤去や障害物の除去を行い、洪水時に水の流れ
が阻害されないように河道断面を維持

◇堆積土砂撤去により発生した土砂や除去された流木等の廃棄物につい
ては、地元と協議してそれらを有効に利用

◇なお、河床掘削に際しては、河川環境に配慮し、水生生物などの生息
環境への影響を抑えるよう配慮

堆積土砂撤去による河道の維持
万願寺川（加西ブロック）

堆積土砂撤去

堆積土砂撤去前 堆積土砂撤去後
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第２節 河川の維持の目的、種類及び施工の場所

２．河川管理施設の維持管理

◇洪水や高潮時に河川管理施設の機能が十分に発揮されるように、堤防、
護岸、排水機場などの河川管理施設の維持管理を「兵庫県 河川維持
管理計画」に沿って実施

◇ライフサイクルコストを考慮した予防保全の考え方に立った維持管理・
更新計画を策定し、施設の長寿命化を推進

◇河川環境に配慮し、水生生物などの生息環境の変化や劣化が起こらない
よう、河川管理施設を維持管理

３．許可工作物の指導・監督

◇井堰や橋梁などの河川占用施設の新設や改築・修繕などが、治水上の
安全性や、流水の正常な機能を損なうことなく、また、河川環境に配
慮して水生生物などの生息環境への変化や劣化への影響が及ぶことが
ないよう施設管理者へ指導・監督

◇不法投棄・不法占用などがみとめられる場合は、流域自治体や関係機
関と連携し、これらの撤去・指導を実施
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第２節 河川の維持の目的、種類及び施工の場所

４．水量・水質の保全

◇関係機関との連携のもと、「経年的な水位・流量観測」や、「水質
観測データ」を収集し、水量や水質の現状を把握するための環境情
報を整備

◇水利権の更新や変更に際しては、従前と同様に利水者の水利用の実
態及び水需要を踏まえ適正に水利権を許可

◇流水の正常な機能を維持するために、関係者との調整により広域的
かつ合理的な水利用の継続を図り、正常流量を確保

◇良好な水質を維持できるよう河川清掃活動等を通じて、地域住民の
水質に対する意識を向上・醸成

◇水質事故が発生した場合は、関係機関と連携し、適切に対処
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第２節 河川の維持の目的、種類及び施工の場所

５．河川を共有する意識の醸成

◇『加古川は地域の貴重な共有財産である』という認識のもと、地域住民・
団体・事業者などと行政が連携し、地域住民や団体による自主的・主体
的な活動の展開や流域内外の人々の交流と情報発信を推進

◇地域住民の川に接する機会を増やし、普段の生活のなかで川を実感する
ことにより、河川を大切にする意識の普及を推進

◇県と市町が共同で行うクリーン作戦などにより、安全な河川利用の促進、
防犯防火等を目的として除草、清掃を実施。

◇特に親水公園や利用者の多い箇所では、定期
的に除草、清掃し、良好な河川環境を確保

◇河川愛護活動、ひょうごアドプトなど、住民
や団体の自主的な河川の除草、清掃活動に対
して、清掃資材の提供等により支援

河川清掃活動の様子
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第２章 河川の整備と実施に
関する事項

＜第３節 河川整備を総合的に行
うために必要な事項＞
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第３節 河川整備を総合的に行うために必要な事項

１．総合治水に関する事項

◇これまで進めてきた「河川下水道対策」に加え、雨水を一時的に貯留
したり地下に浸透させる「流域対策」や、浸水してもその被害を軽減
する「減災対策」を組み合わせた『総合治水』を推進

◇さらに、被害軽減を図るため、洪水被害の経験を活かした体制づくり
や避難訓練、適切な情報提供等の減災対策を推進

◇加古川中流圏域における総合
治水の具体的な施策について
は、兵庫県総合治水条例に基
づき、東播磨・北播磨・丹波
地域いわゆる加古川流域圏に
おける地域総合治水推進計画
を策定し実施

総合治水条例の概要パンフレット
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第３節 河川整備を総合的に行うために必要な事項

２．河川情報の提供に関する事項（行政間の情報提供）

◇施設能力以上の洪水や整備目標流量を上回るような洪水が発生し
た場合でも被害を極力抑えるために、平時より流域自治体、住民
などと密接な連絡や協力を維持

◇降雨時における雨量・水位などの情報を速やかに提供することに
より、地域の水防活動を支援

◇水防団、消防機関の出動等の目安となる氾濫注意水位より高い水
位である、洪水時の避難・誘導活動への判断材料のひとつとなる
避難判断水位を設定

◇河川の水位や雨量に関するリアルタイム情報を「フェニックス防
災システム」により関係行政機関の防災担当部局へ提供

◇例として、氾濫予測システムを構築しており、フェニックス防災
システムを通じて３時間後までの予測水位を市町に提供

◇今後、水防管理団体である市町が避難勧告等を発令する際の一助
となるよう、システムの更なる精度向上への取組を実施
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第３節 河川整備を総合的に行うために必要な事項

２．河川情報の提供に関する事項（一般向けの情報提供）
◇県のホームページでは、兵庫県CGハザードマップを公開しており、

降雨量毎の浸水状況等の防災情報マップ及び動画を用いた防災学習の
ページ等を掲載

◇水位や雨量の住民への情報提供は、兵庫県防災気象情報や国の「川の
防災情報」等を介し、リアルタイムに配信

地域の防災情報
(兵庫県CGハザードマップ)

兵庫県防災気象情報

川の防災情報
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第３節 河川整備を総合的に行うために必要な事項

２．河川情報の提供に関する事項（一般向けの情報提供）
◇河川監視カメラを14箇所（加西ブロックでは下里川1箇所、善光寺川1箇

所、万願寺川1箇所）に整備しており、インターネットを通じ、リアルタ

イムで河川の状況を配信

兵庫県 河川監視システム

◇地上デジタルテレビ放送による災害関連情報(避難勧告・指示、避難所
開設、河川の水位・雨量)の提供を実施

地上デジタルテレビ放送による災害関連情報の提供
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第３節 河川整備を総合的に行うために必要な事項

２．河川情報の提供に関する事項（一般向けの情報提供）

◇河川愛護月間等における行事、水防演習、各種イベント等を通じて、
河川愛護、河川美化等の思想の普及や啓発を推進

◇河川に関する広報活動を強化し、治水・利水・環境に関する意識の
高揚へ向けた取組を実施

◇東条川では、親水型護岸を整備した際に警報装置も併せて設置して
おり、上流の誉田井堰が転倒した時は、回転灯を点灯するとともに
サイレンを鳴らすことで、河川利用者の安全・安心を確保

やすらぎの景観警報装置
東条川小野市（小野・加東ブロック）
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第３節 河川整備を総合的に行うために必要な事項

３．地域や関係機関との連携等に関する事項

◇河川情報の公開や提供、共有化を推進

◇広域な視点として、加古川の優れた河川環境や流域内にある文化財
の価値等、流域内の資産を広く住民に認識してもらい、住民間、住
民と行政の連携を強化し、協働の観点から問題を解決

◇洪水時に円滑かつ迅速な避難が行われるよう、関係機関と連携して
水防体制や防災教育等の支援や地域防災の担い手の育成を行い、地
域住民の水害に対する意識の向上へ向けた取組を実施

◇地域で行う河川の清掃活動を支援する等、流域住民が主体的に川を
守り育てる社会づくりや仕組みづくりを推進


